
 別添 1 

令和７年度福岡県浄化槽管理士研修 実施要領 

 

１．開催日程、会場等  

期  地区  開催日  会場  定員  

第 1 期  
北九州  令和 07 年 07 月 31 日（木） 行橋商工会議所 (行橋市 ) 80 名  

筑豊  令和 07 年 08 月 01 日（金） 福岡県立飯塚研究開発センター (飯塚市 ) 80 名  

第 2 期  
筑後  令和 07 年 11 月 20 日（木） 久留米地域職業訓練センター (久留米市 ) 80 名  

筑豊  令和 07 年 11 月 21 日（金） 福岡県立飯塚研究開発センター (飯塚市 ) 80 名  

第 3 期  
福岡  令和 08 年 02 月 12 日（木） 福岡生活衛生食品会館 (福岡市 ) 120 名  

筑後  令和 08 年 02 月 13 日（金） 久留米地域職業訓練センター (久留米市 ) 80 名  

 期ごとに申込み期限が異なりますので、「令和７年度福岡県浄化槽管理士研修」日程表

（別紙１）でご確認ください。  

 どの会場で受講されても構いません。  

 

２．受講資格について  

（１）浄化槽管理士の方  

（２）浄化槽管理士資格取得見込み（浄化槽管理士試験合格者又は浄化槽管理士講習修了者）

の方  

※（２）の方は、本研修申込み前に必ず「浄化槽管理士免状の交付申請手続き」を行っ

てください。 

※「浄化槽管理士免状」を取得後、必ず当協会まで免状の写しを FAX してください。 

免状確認後、修了証書の発行手続きを行います。免状が確認できませんと、本研修の

修了証書は発行できませんのでご注意ください。  

 

３．受講申し込みについて  

 「令和７年度福岡県浄化槽管理士研修  受講申込書」（別紙２）に必要事項をご記入の上、

各期の申込期限までに FAX（092-947-3636）でお申し込みください。  

 浄化槽管理士資格取得見込みの方は、「浄化槽管理士免状番号」欄に「取得見込み」と

ご記入の上、浄化槽管理士試験の「合格証書」又は浄化槽管理士講習の「修了証書」を

添付してください。 

 

※県外で同様の研修を修了されても、福岡県並びに北九州市、福岡市及び久留米市

では、登録要件として認めておりませんのでご注意ください。  

 

４．受講料について  

 受講料は、受講者 1 人あたり 10,000 円です（消費税、テキスト代を含む）。  

 受講お申込み後、各期の申込期限までに、受講者分をまとめて以下の振込先までお振込

みいただきますようお願い申し上げます。  

 大変申し訳ございませんが、振込手数料は御社でご負担いただきますようお願いいたし

ます。 

 浄化槽管理士研修専用口座です。検査手数料等の振り込み口座とは異なりますのでご注

意ください。  

 

【受講料振込先】 ※専用の振込用紙はございませんのでご注意ください。 

金融機関名： 福岡銀行 篠栗支店  

口 座 番 号： 普通 ４４３３９４  

口座名義人： 一般財団法人福岡県浄化槽協会  
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５．受講票について  

  受講申込みと受講料の入金を確認後、開催日の１週間前を目途に、所属する事業所（事業

所に所属されていない場合は受講者ご本人様）あてに受講票をお送りします。  

 

６．留意事項  

（１）持参品について  

受講票、筆記用具、身分証明書（運転免許証等、顔写真及び生年月日の記載があるもの）

をご持参ください。  

（２）受付について  

 12:45 までに必ず受付を行ってください。  

 受付で「受講票」と「身分証明書」を提示してください。  

（３）カリキュラムについて  

時刻  時間  項目  科目  

12:45 5 分  オリエンテーション 

12:50 30 分  
地域における浄化槽情報 

 
福岡県内における浄化槽整備等の状況と施策動向 

13:20 180 分  

浄化槽行政の動向  

 

(1) 浄化槽を取り巻く環境の変化 

(2) 浄化槽法改正の経緯 

(3) 助成制度  

浄化槽の構造と機能 

 
新しい浄化槽の構造と機能 

浄化槽の保守点検と清掃 

 

(1) 新しい浄化槽の保守点検 

(2) 浄化槽の使用の休止における留意事項 

(3) 転換浄化槽における初回の保守点検時の留意事項  

(4) 浄化槽におけるトラブルの原因と水質改善事例 

(5) 保守点検・清掃の記録票の活用 

その他（情報提供ほか） 

16:20 20 分  考査  

 カリキュラムの順序・時間は、変更する場合があります。  

 遅刻した場合は、研修を修了したと認められない場合があります。  

（４）考査について  

 考査は、研修を指定した行政機関が研修効果を確認するとともに、受講者の方々に研

修の理解状況をご確認していただくために実施するものです（問題は、選択肢から答

えを選んでいただく方式です）。  

 講義と考査をすべて受けられませんと研修修了と認められません。  

（５）インフルエンザ等の感染症対策について  

 会場各所に消毒薬を準備しておりますので、適宜ご利用ください。  


